
 

令和元年度 

八代市議会経済企業委員会 視察報告書 

 

 

 

■視察日程 

  令和元年５月７日（火）～９日（木） 

 

 

■視察先 

  ５月８日 午前  東京都練馬区 

 

  ５月８日 午後  神奈川県厚木市 

 

  ５月９日 午前  東京都葛飾区 

 

 

■視察参加者 

【委員会】委 員 長    成松 由紀夫 

副委員長    西濵 和博 

委  員    亀田 英雄 

委  員    北園 武広 

委  員    髙山 正夫 

委  員    増田 一喜 

 

 

【随 行】議会事務局     中川 紀子 



■視察先及び目的 

 １ 東京都練馬区 

  『練馬産農産物のブランド化の推進・支援事業について』 

    練馬区は２３区一番の農地面積を有し、少量多品目栽培による充実した庭先直売

や農業体験農園、観光農園など都市農業の魅力を活かした農業経営が意欲的な農業

者により展開されている。都心近くにありながら農を身近に感じられる都市である

というのは区の大きな魅力である。また、練馬産農産物の魅力をさらに向上させて、

事業の拡大や販路の拡大などに取り組む意欲的な農業者を積極的に支援し、農業、

商業等が連携した即売会や駅等での練馬産農産物の直売イベントなどを開催し、区

内外の住民が都市農業の魅力を実感・体験できる事業を推進、練馬産農産物のブラ

ンド化に取り組み、練馬産農産物の魅力を発信する手法等を参考にするとともに、

今後の委員会活動に生かすことを目的とする。 

 

 ２ 神奈川県厚木市 

  『オリンピック・パラリンピック支援推進事業について』 

    ２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大会のニュージーランドのホスト

タウンとして登録されており、ホストタウン相手国との交流を深めるため、事前キ

ャンプの誘致を初め、様々な事業を計画している。このホストタウン交流事業の一

環として女子 7 人制ラグビーニュージーランドディベロップメントチームのキャ

ンプを受け入れ、スポーツの振興、国際交流の促進を図っている。   

    また、２０２０年までホストタウン交流事業として５つの交流事業①歴史、文化

交流、②食文化、農業文化、③キャンプ交流、④スポーツ交流、⑤教育交流の推進

を図っている厚木市を視察することにより、今後の委員会活動に生かすことを目的

とする。 

 

 ３ 東京都葛飾区 

  『葛飾ブランド創出支援事業について』 

    葛飾区には高い技術を持った町工場が集積している。しかし、その高い技術を駆

使して製造された製品・部品等は、その高い技術や精巧さが一般消費者に伝わらな

いまま、雑多な製品の中に埋没している。そこで、葛飾区と東京商工会議所葛飾支

部はその高い技術を駆使して作られた製品・部品等を葛飾ブランド「葛飾町工場物

語」として認定し、その製品にまつわるエピソードや技術の詳細をストーリー性を

持たせて「物語」として区内外に発信している葛飾区を視察することにより、今後

の委員会活動に生かすことを目的とする。 

 



東 京 都 練 馬 区 

                                         

 

１ 視察日時  令和元年５月８日（水） ９：３０～１１：００ 

 

２ 調査事項  『練馬産農産物のブランド化の推進・支援事業について』 

 

３ 調査内容（説明内容） 

※別添資料のとおり 

 

４ 主な質疑応答 

Ｑ１ 農業の担い手不足のところで、最近の若い世代の就農者がふえているという説明 

があったが、その中で「農の学校」という取り組みをされているという話に興味 

を持ったのでもう少し説明をしてほしい。どのような制度なのか説明をいただき 

たい。 

Ａ１ 全体で３年間のコースになっており、１年目が初級、中級、上級という形であり、 

初級コースについては、グループになって生産者の方の指導を受けながら実際の

営農作業を知ってもらうというのが１年間。初級コースを修了するとその段階で

ノーサポーターという登録を受けることができる。これだけでは、まだまだであ

るため、翌年受講者はほぼ中級コースに進む。中級コースになると、専門的なこ

とをグループで進めていく。上級コースになると個人のスペースを持って、実際

に個人で作付けをするというような形になっている。 

   実際の農家とのマッチング自体は、ノーサポーター(初級コースを修了した者)

になると、委託業者の方で農家の希望を聞きながら実際にマッチングをする。 

マッチングをするまでは、農の学校の授業がある。マッチングをされてない方で

も農業のイベントとかに協力をしてもらっている。 

１つ課題があって区内全体で見ると東西に長く、どちらかというと東側にはあま

り農地がなくて、西側に農地が多くある。ノーサポーターの方々は区内には満遍

なくいるが、農家は西側に多いのでそもそも距離の問題でマッチングがうまくい

かないというところがある。マッチングがうまくいかなかった修了生は、いかに

して農に関するものにつなげていくかということが課題になっている。マッチン

グできる人数は、おおむね全体の半分くらいであり、あと半分くらいができてな

いのも課題である。 

Ｑ２ 費用について教えてほしい。 

Ａ２ 受講料、年間１万円。３年間であれば、３万円である。 



Ｑ３ 仕事の合間に来ていいのか。 

Ａ３ リタイアされている方が多く、中には学生もいる。また、３０代の方もいるが 

   このような方々の指導自体は、基本的には土日に実施している。個人区画であれ 

ば、いつ来ていただいてもよい。 

   月に１～２回指導が入るので、四六時中、学校に来てもらっているということで

はない。 

Ｑ４ 都市農業について、課題としてある農業従事者の減少というのをあげられている。 

   また、生産緑地の減少、平成５年から平成２８年にかけて４分の３程度に減って 

いるということであるが、資料の中で区民の意識意向調査の農業に対する区民の 

受け止め方、今後の施策あたりも記載されているが、当事者である農業従事者、  

    あるいは後継者が今後の農業経営について、どのようなことを抱いているのかと 

いったデータの集積とか調査とかなされていないのか。 

Ａ４ ２０２０年問題というのは、生産緑地指定してから３０年経つと買い取り請求が 

でき、それを得ると売却ができることになる。何もしないでほっておくと全部 

売却されてしまう心配があるということで、今回、生産緑地法が改正され、１０ 

年間延長されるという制度ができた。申請期間が残り２年間しかないというなか 

で、農家の意向調査を昨年度行っている。そのデータの中では、おおむね８割の 

方が現状の規模を継続したいとの答えとなっている。延長する制度、特定生産緑 

地という名前の制度があり、１０年間延長するという意向を持っている方が７割 

強くらいいる。エビデンスはないが、練馬区は延長の意向については、他の自治 

体に比べてみると率は高い。新しい特定生産緑地１０年間延長するための手続き 

をどうするのかというような説明会を行っている。現在、練馬区内で農地を持っ 

ている農家は５００弱ぐらいいる。これまで３回の説明会があり、３００人くら 

い来られて、基本的には説明会に来ているということは、延長される気持ちがあ 

ると思う。昨年の意向調査の数字がおおむねそのまま生かされていると思う。延 

長を希望される方には、確実に延長されるということが当面の取り組みである。 

Ｑ５ 関連ですが、一方では、民間の住宅メーカーあたりが、農振地域であってもアパ 

ートメントしませんかというアプローチがあるように八代市でも聞くが、そちら 

に移行される後継者がいたら、そちらにという農家の方もいると思うが、練馬区 

の住宅政策の動向として、現在の需要と供給のバランスはどうなのか。というの 

と、そういった面からの守るべき農地に対するバリアではないが、農業政策と住 

宅政策の兼ね合いについては、どのような認識であるのか。 

Ａ５ 非常に大きな課題で、まず住宅政策というところからは住宅供給を止めるという 

動きは今のところは区内ではない。歴史の中で市街化区域というのが指定され 

ていて、基本的には宅地化していくものと位置づけされたなかで、生産緑地と指 



定されているものされていないものがある。 

昨年度の調査で生産緑地の貸借のことを調査し、「人に貸す希望はあるのか」と 

聞き、貸したいという方に「何故、貸したいのか」と聞いたら、「農地を残した 

いから」という理由が８割だった。代々受け継いできた農地を残したいという 

気持ちが強いんだなという印象を持った。このようなことから、生産緑地に指定 

されている部分は残っていくと思っている。 

 Ｑ６ 個人で所有している農地に対する思いが強いということで、八代市の方では、農 

家がまとまって営農組合とか農業法人などが、少しずつではあるができてきてい 

るが、練馬区の方はそういう体系というのはあるのか。難しいのか。 

 Ａ６ 貸したいという方は２割弱の方がいる。貸す側は安定している方に借りてもらい 

たいという思いが強いので、「どんな形で借りて欲しいのか」と尋ねたら、過半 

数が農協だった。今、農協と貸借に対する対応をどうするのかということで協議 

を始めている。農協になんらか関わっていただかないと単純に農業をしたいとい 

う人に貸すというのは難しい。都内でも新規就農の方の事例がないわけではない 

が、なかなか難しいところがあるため、地域の農家でなんらか母体みたいなもの 

を、例えば、農協と一緒に作るとか、貸借の希望があるところにみんなで運営す 

るような仕組みづくりなど必要ではないかなと思う。農協に貸したいという方が 

それなりの数いるので、そういった数を含めて農協と貸借を希望されている方に 

対する今後の対応策というのを早急に考えていかないと、貸すというルートはで 

きても、借りてくれるところがないとなれば貸せない。そうなると売却に変わる 

ということにもなるので、「なんらかの対応策を考えましょう」ということで、 

昨年度、意向調査を実施したので意向調査の結果を踏まえて協議を始めていると 

ころである。 

Ｑ７ 農業体験の利用料と指導料を利用者からいただき、農業者が作付け体系の指導 

   をされている。作物によって値段が違うと思うが、１０アールあたり幾らという 

単価でされているのか。 

Ａ７ 一区画３０平米。１年間で５万円。１年間で、それぞれいくつかの品目を栽培し 

てというやり方をしている。 

Ｑ８ 試料とか農薬代はどうしているのか。 

Ａ８ 全部、含んでいる。区民の方が使う場合は、１万２０００円補助している。区民 

   が使う場合は、もともと５万円であるが３万８０００円。区外の方が使う場合は、 

   ５万円で、農家に入る金額は変わらない。 

Ｑ９ ＰＲ宣伝に力を入れておられるなというふうに感じられたが、八代市の方では、  

トマト栽培に力を入れているが、先ほど動画作成を見せていただいたが、企画制 

作費については行政側だけでされているのか。配信媒体については、テレビの 



ＣＭに入れられたりとか、ＳＮＳを活用されたりとかホームページ、会議などで 

見せるとかあるが、情報配信について教えてほしい。 

Ａ９ 全部、単費で農家には、「どのような情報がありますか」というようなことを 

   伺って、実際の製作費であるとか、配信する経費は全部区の予算で賄っている。 

配信先は、テレビＣＭには使っていない（費用がかかるため）。区役所の建物で 

あるとか、駅前の商業施設などを使って放映させていただいている。後は、西武 

の協力をいただいて池袋駅で放映させてもらっている。後は、ユーチューブなど 

で配信している。電車の中では、動画ではなく一部のカットを西武の宣伝媒体の 

中に入れてもらっている。３分版、１５秒版、１５分版がある。 

Ｑ10 練馬大根について、完全にブランド化されていると思うが、料理番組であったり 

   旅番組で結構目にする。ＰＲをするための大手広告代理店など、予算はどのくら 

   いかけているのか、自然体でやっているのか、教えてほしい。 

Ａ10 ２つあり、練馬大根に関しましては、途絶えた時期があって、平成元年から 

   育成事業というのを復活事業として始めた。当時、池袋の西武デパートで漬物に 

したものを一斉に売り出した。池袋と西武が一緒になったというのもあって、比 

較的取り上げていただくことが多くなってきた。それに加えて「練馬大根引っこ 

抜き競技大会」を始め、あちこちで取り上げていただいた。もともと練馬大根と 

いうネーミングは、みんな知っているが「実際にあるんだね」ということで、 

３０年続けているなかで知っていただいたというのは大きいのかなと思う。練馬 

大根に関しては、何もしなくても問い合わせがある。テレビ等では、特に何かし 

ているわけではなく、「取材したいんです」との問い合わせがくるので、農家を 

紹介している。もう一つは、平成２４年か２５年から区全体として広報戦略に力 

をいれ始めた。区として広報戦略に取り組もうと（大根に限らず）いうことで、 

当時、博報堂にいらっしゃった方を任期付の職員として採用し、実際に広報の展 

開だとかノウハウなどを指導していただき、その職員を中心にいろんな取り組み 

をしようということで、当時「よりどりみどり練馬キャンペーン」というのを取 

り組み、さまざまな緑を使った練馬のイメージ戦略を強く打ち出した。ここ２年 

間については、「世界都市農業サミット」があるため、このサミットに絡めて広 

報戦略を都市農業の方に集約させる方向で取り組んでいる。サミットに向けて改 

めて都市農業のことを知ってもらう、またサミットに来てもらうということで取 

り組んでいる。経費については、広聴広報課という広報部門が持っている経費で 

あり、広報戦略経費の中でそういった取り組みを５～６年くらいやってきた。 

比較的マスコミの目につく機会がふえてきている。練馬大根については、年数を 

かけてきた中で、知ってきていただいている。おもしろいコンテンツであり、 

東京に大根というところから、昔からの伝統野菜ということで題材にしやすいと 



思う。 

Ｑ11 この広報戦略というのはいつからか。 

Ａ11 ２５年度から毎年広報戦略ということで、ある程度予算をつけて最初の３～４ 

   年では「よりどりみどり練馬キャンペーン」という形で、練馬区が２３区の中で 

緑の比率が一番高く、練馬区の魅力だと区としても捉えている。 

 

※添付資料 

・練馬区の都市農業のこれから 

・練馬産農産物ブランド化推進事業 

・練馬区プレスリリース 

・練馬果樹あるファーム、ねりまの農業、まるごと練馬大根（冊子） 

・区議会概要 

・区議会だより 

 

※視察の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 



神 奈 川 県 厚 木 市  

                                         

 

１ 視察日時  令和元年５月８日（水） １４：００～１５：３０ 

 

２ 調査事項  『オリンピック・パラリンピック支援推進事業について』 

 

３ 調査内容（説明内容） 

※別添資料のとおり 

 

４ 主な質疑応答 

Ｑ１ どのくらいの予算が使われているのか。事業をするに当たっては、市民からいろ 

んな反応があるものと想像する。進めていくと決めたからには、前に進んでいか 

なければいけないが、事業をするに当たっての基本的な考え方について確認させ 

ていただきたい。 

Ａ１ 予算の話からすると、今年度キャンプの受け入れがバスケットボールが２回と車

いすラグビー（ウィルチュアラグビー）とオーストラリアソフトボールとゴルフ

などの５～６つのキャンプの受け入れがあり、かなり費用がかさんでいるが、 

キャンプの受け入れ、交流事業すべて含めて、予算額としては５３００万円。 

   キャンプの受け入れが一番費用がかかるが、本市の滞在費等については本市で負

担するということで先方と協議しているので、キャンプがふえれば予算がかかる。

それから、市民の反応を含めて進めていくに当たっての市としての考え方である

が、市の予算を使う以上市民の方々にどれだけ還元できるかが、一番の重要なポ

イントだと思っている。市が進めていく上では、２０１６年から本市は東京から

近いところでもあり、また今年ラグビーワールドカップもあり、横浜市が決勝会

場になる。同じ県内ということで、世界の三大イベントのうちの一つ二つが連続

して行われる時期というのは、本市にとっても国際化またはインバウンドは重要

であるが、確かに予算はかかってくるので、市民や議員の理解が必要である。や

はり手をくわえて見てるわけにいけないので、とりあえず、進めて行こうという

ことをその時点で判断した。ただ、そのポイントは、いかに理解していただける

か。市民の皆さん特に子供たちを中心にグローバル人材の輩出という話をし、そ

の辺りをどのくらい還元できるのかというところに重点を置きながら事業を進

めている。必ずキャンプの時には、学校訪問もしくは、ラグビー教室などを開催

したり、学校給食を一緒に食べたりして、ニュージーランドはどのような国だと

か、一流のスポーツ選手との交流によって子供たちに伝えていく。この事業は、



キャンプ誘致から始まったが、今一番重点を置いているのが教育交流になる。教

育というのは、２０２０年を超えてオリンピックレガシーというのは継続するが、

２０２０年を超えても厚木市に住んでいて国際化または英語教育などがニュー

ジーランドとの交流やオリンピックを契機に始まったことで、厚木の子供たちが

グローバルに育つようにということで、その辺りが一番のレガシーとしての成果

に現れてくればいいなと思う。考え方としては、子供たちを中心に一過性になら

ないように２０２０年以降もしっかりとした財産が築けるように遺産が残せる

ようにということで、２０２０年を超えて成果を現わせて行けるような事業を中

心に考えている。 

Ｑ２ 交流事業が多岐にわたっているなというのが印象深いが、この事業を進めていく 

   中で、プロジェクト実行委員会というのが立ち上がっていると思うが、どのよう 

   なメンバーいるのか教えてほしい。 

Ａ２ あつぎオリパラプロジェクト実行委員会という組織であるが、市長が会長で、商

工会議所の方であるとか、学校関係者の方であるとか、大学の方、企業の方、ス

ポーツ団体の代表の方など２６名でのメンバー構成になっている。 

Ｑ３ 一流のスポーツを誘致するにあたり、ラグビー、バスケットボールを受け入れさ 

れたが、例えば、体育館であれば天井が低いとか、改修をやってくれとか、ラグ 

ビーであれば芝の問題とか会場についての問題があると思うが、その辺りはどう 

か。 

Ａ３ 必ずキャンプの受け入れというのは、会場と宿泊場所がセットで完結できないと

受け入れが難しい。 

   厚木市は、総合運動公園がありそこに体育館から陸上競技場があり、そのトラッ

クの中はフィールドになっていてラグビーの芝のグランドとなっている。総合運

動公園になっているので、今の質問のような問題はなかったが、一つ体育館のメ

インアリーナにエアコンが付いてなかった状況があり、バスケットボールは夏の

暑い時期になり、キャンプも同じような時期になるのでそこには全面的にエアコ

ンの設置を行った。陸上競技場についても、ちょうど２種公認という陸上のトラ

ックとして認定を受けることになっていたため、それとあわせて芝の張替えやス

タンドの改修など、オリンピックのためだけではないが改修工事を行った。 

Ｑ４ ホテルについてはどうか。 

Ａ４ ホテルについては、ラグビーの方々は大柄であるため狭いという話もあったが、

基本的には問題なく、受け入れをしている。 

Ｑ５ ホストタウンの登録をされたというこれまでの取り組みの中で大使館あたりと

の交渉をされたということであるが、日本サイドとしては、御市初め、県だとか

国の機関だとかそういったところと連携して、対ニュージーランド政府と交渉な



されたとか、ここに至るまでの日本国内での行政サイドの体制というのは、どう

いう仕組みであったのか教えてほしい。 

Ａ５ ホストタウン制度は２０１６年 1月に一次登録というのがあり、その前の年の１

０月頃にプログラムができ国の制度ができた。この時の要件がキャンプ誘致が中

心であり、相手国のしかるべきところとしっかり交渉しているという実績がある

こととか、オリンピックを超えた交流を深めていくような取り組みを推進してい

くとかの、計画書を作って登録をしていくという流れだった。そのとき初めて内

閣官房庁に行き話をさせていただいた。ラグビーもくるかどうか分からない状況

であったため、交渉をしっかり協会としているということを認めていただき、「申

請をしてください」とのことで一次登録をした。それ以降は、内閣官房の方々に

は、いろいろなイベントで声をかけてもらい毎回、調印式とか行うと内閣官房の

参事官級の方々が来られ、何かあると「厚木市でまとめてニュージーランド連合

みたいなものを作ってくれないか」という依頼があったりとか、内閣官房の方々

とは好意にさせていただいており、何か事あるごとに「発表してくれ」とか、「現

地のイベントにも職員を連れて行ってくれ」ということで内閣官房の方も一人一

緒に連れて行った。そのような形で指導をいただいている。大使館と内閣官房は、

オリンピックの関係ではよくつながっているので、今一番交流事業が広がってき

ている。また、力になっていただいたのは大使館の方々かなと思う。交流を深め

るには、日本にある在日の大使館にお邪魔をして、支援いただいて進めるように

している。 

Ｑ６ 日本国内オリンピックを一つの契機として、地理的にホストできるというように、

多くの自治体が動いていたかと思う。その中で、熱意が叶われたと思うが、我々

からすると尊敬するし、羨ましい限りであるが、これからが本番というとことろ

かもしれないが、このことを成し遂げられたという御市におかれると市の組織の

中でそれに対する職場の中で、何か新たなムーブメントを起こすようなこととか 

   活性化の源になったりとか、２次的な波及効果なんかというのはどのように感じ

られているか。 

Ａ６ 夏の期間中、職員課というところで職員向けのポロシャツを作って希望者に売る

が、そのポロシャツは夏の期間仕事中に着てもいいとのルールになっている。 

   そういうところに、「あゆコロちゃん」というマスコットキャラクターがワッペ

ンでついているようなものが今まではメインであったが、ホストタウンの交流ま

たニュージーランドとのつながりというのは、全庁的に共有しているのでニュー

ジーランドの「シルバーファーン」というニュージーランドのマークを職員向け

Ｔシャツに採用して、職員みんなで黒いポロシャツでニュージーランドと厚木市

はホストタウンだということを市民へのＰＲを含めてみんなでやり、一つのまと



まりというのは出たのかなと思う。それと、「あつぎ鮎まつり」という７０万人

くらい集客のある祭りがあるが、そういうときにもニュージーランドからもお客

さんこられる。その中で物産店をしたり、リピーターの方も来てまた、ボランテ

ィアで手伝ってくれる職員等も含めてふえてきている。そういった意味では、庁

内でも市民にも広がってきていると思う。 

Ｑ７ 交流事業に結構人が来るということであるが、このような人を接待する人たちの

人数というのは結構いると思うが、市役所の職員だけでは対応できないと思うが

その辺はどうやって集めているのか。市民の中からボランティアを募集するのか、

専門家の人たちを雇うのか。どのようにしているのか。 

Ａ７ ２０２０年は、大勢の方々が来られるため職員だけでの対応は難しい。英語圏の

方々が多いので、英語の通訳ボランティアなどを随時募集している状況である。

イベント時には、ボランティアの方々もお手伝いいただいている。また、留学で

ニュージーランドに行かせた子供たち、英語教育に関心がある子供たちのスキル

アップを図ってもらい、本番の時には手伝ってもらうよう、そのときの担い手を

教育プログラムの中で育成して、２０２０年のときにはみんながニュージーラン

ドをホストできるような体制にして行きたいなということで事業を進めてきて

いる。基本は、職員での対応であるが、そういった方々の力もお借りしていこう

と思っている。 

Ｑ８ ニュージーランド国籍の CIR（国際交流員）の採用となっているが、業務の内容

と何名いるのか。 

Ａ８ 女性一人。言葉の壁が一番あったので、メールの場合は翻訳で対応できるが、電

話の場合が職員では難しため、ニュージーランドアクセントが分かるような方を

採用したいということで、国際交流協会に CIRの制度があるということで申し込

みをした。ニュージーランドのホストタウンであるため、ニュージーランド人を

雇いたと話をしたが、指定ができないということで英語圏であれば、約束ができ

るが応募があるかどうか分からいとのことであったが、ニュージーランド人でな

いと意味がないので、一人でも応募があったら厚木市にと交渉をした。 

   通訳業務だけが業務内容であるが、各種イベントの企画や英語版のパンフレット

を作成している。ニュージーランドのカルチャーキャンプなどを担当してもらっ

ている。 

Ｑ９ 賃金等はどのくらいなのか。 

Ａ９ 年間予算では、４００万円くらいである。月２８万円くらい。１年目が２８万、

２年目が３０万と若干上がる。 

Ｑ10 今後の課題のところで、観戦ツアーの企画というのがあったが八代市もハンドボ

ールのアジア選手権大会を県と連動しながらやっているが、非常に苦慮しするの



が観客の動員の問題、チケッティングこれが一番の課題で執行部が苦慮しながら

一生懸命やって、何とか今年は成功に導いた。来年は本番の女子ハンドボール世

界選手権大会があるが、いろいろと試行錯誤しながらやっているが、ラグビーワ

ールドカップのチケッティングであるとか、県からのノルマ的なことなどがあり

苦慮されているとか、現在苦労されているところとかないか。 

Ａ10 ラグビーワールドカップに関しては、県にラグビーワールドカップ推進課という

部署があり、そこと情報共有をしてるが、本大会のチケットはかなり売れている

ということであるので、特にノルマとかはない。 

   オリンピックについては心配ないと思うが、本市としてはチケットをいかにして

確保できるのかということが課題だと思う。これについては、旅行会社とタッグ

を組んで確保していくしかないのかなというふうに考えている。 

   パラリンピックについては、組織委員会の方も頑張っているので、動きによって

は、自治体の方にも何かしあるかもしれない。チケッティングに関する課題とい

うのは、いかに確保できるかということが当面の課題である。 

Ｑ11 予算面について、熊本でもラグビーがあるが負担金の問題があり担当課もラグビ

ーに名乗りをあげたいと思っていたがかなりの負担金の額で、女子ハンドボール

世界選手権の負担金についても憶単位の金額である。神奈川県と厚木市の負担割

合は違うと思うが、オリンピックに当たってのホストタウンとしてのニュージー

ランドを受け入れて負担していくのとは別として、大会に関わる負担金の問題と

いうのはどの程度なのか。 

Ａ11 それについての負担はない。５３００万円というのは、独自にニュージーランド

と交流をするキャンプを受け入れたり、交流事業をする予算が５３００万円で、

国からも県からも負担金などない。通常、ホストタウンというのは、半分国から

の補助金があるが、本市は普通交付税の不交付団体であるため国からの支援はな

い。本大会に対する負担金のようなものは一切ない。 

Ｑ12 ５３００万円というのは、ニュージーランドの選手の旅費であったり宿泊費、活

動費を一般財源で賄って行かれるのか。 

Ａ12 はい。２０２０年を超えると、理由もなくなってくるので今年から企業の方々と

かと一緒にスポーツ交流の財源を確保し、本市は企業１万社くらいあるため、企

業の方々にも支援いただきたい。 

Ｑ13 オリパラに向けて今、企画政策課の中にオリンピック・パラリンピック推進係を

組織上設置されているが、オリパラが終わった後はレガシーをいかに継承してい

くかという視点でいくと、御市はその後の組織体制として５つの交流事業をされ

ているが、どのような方針でいるのか、またそれを担う体制としてはどのような

構想でいるのか教えてほしい。 



Ａ13 例えば、教育交流であれば今も教育委員会の職員とも一緒にしているので、留学

プログラムのときは教育委員会にいる英語の職員も一緒に随行している。２０２

０年以降は、教育委員会でやってほしいと教育長とも話をしている。ほかの交流

事業についても関係セクションに引き継いでなるべく事業は続けていきたい。 

 

※別添資料 

・ＣＲＥＡＴＥ Ａ ＬＥＧＡＣＹ 

・ホストタウン交流事業パンフレット 

 ・議会だより 

 ・厚木市の概要 

 ・ＡＴＳＵＧＩ（ガイドブック） 

 

※視察の様子 

 

 

 

 

 

 



東 京 都 葛 飾 区 

                                         

 

１ 視察日時  令和元年５月９日（木） １０：００～１１：３０ 

 

２ 調査事項  『葛飾ブランド創出支援事業について』 

 

３ 調査内容（説明内容） 

※別添資料のとおり 

 

４ 主な質疑応答 

Ｑ１ おもしろい取り組みだと思ったが、なかなかイメージが付きにくい。どのような 

商品があるのか。 

Ａ１ 今までの認定商品は、基本的には機械の部品などになる。食べ物としては、「旭

カレールウ」というのがあり区内で製造している。認定というのは、なじむもの

なじまないもというのがある。 

Ｑ２ 作るまでのエピソードを募集されるが、作った後の成功物語というのはないのか。 

 Ａ２ メディアへの露出というのが、認定されたことによって製品自体を取り上げても

らう場合もあるし、企業としてもテレビ局などで取り上げたりしている。 

    もともと、葛飾区の企業は下請けが多かったので横のつながりがなかったが、葛

飾ブランドに認定されて企業同士で集まってネットワークができたことが、最大

のメリットだったと聞いている。これによってグループができているのでグルー

プの中で仕事を回したりとかしている。また、展示会に出る規模の企業というの

は、非常に少ないので葛飾区がブースを借りて「皆さんでＰＲに出ましょう」と

いうことで展示会に出ることによって「どうやって自分の技術を売るのかなど勉

強になった」とか、「技術はあるが下請けであるため展示会で技術をＰＲするの

は難しい」とかいろいろな意見がでるようになった。 

Ｑ３ 認定実績について、１９年度は１０件となっているが、どのくらい出展があった

のか。 

Ａ３ 当初のころであると、大体１０～１１件くらいの申し込みがあった。２７年度が 

急に５件に下がっているように見えるが、ちょうどこの時期に新規認定を広げる 

というよりは、既存の認定者への支援を充実していった方がいいだろうというこ 

とで、今後はある程度絞って厳選していかないと質という面で担保できないとい 

うところで、このときに一つ切り替えたという経緯がある。いわゆる数から質に 

変えた。３０年度は、３件であるが申し込みは６件あった。 



Ｑ４ 漫画は公募されるとあるが、公募の費用はどのくらいか。 

Ａ４ 一人１０万円。１作品１０万円。 

 Ｑ５ 何人くらい応募があるのか。 

Ａ５ 昨年度でいうと、３漫画で３人。 

Ｑ６ このようなブランドを発信して、区内の経済活性化に寄与されるという目的もあ 

ると思うが、このような取り組みの発想というのは、どういう背景で持ち上がっ 

たのか、区の職員からの発意なのかその辺りについて教えてほしい。 

 Ａ６ 区の職員も企業も商工会議所も入っていて「このままではだめだ」ということで、

自分たちで考えて積み上げてきた。そんな中で漫画で書けばわかりやすいという

ことだったと思う。当初は、漫画はなく文書のみであったため、わかりずらいと

いうこともあって企業等も含めて話し合って今に至っている。 

Ｑ７ 葛飾ブランド推進協議会に工業関係者とかがいるが、企業にとっては特許という

か、いろんな製造過程の中で知られたくない情報もあると思うが、その辺の絡み

はどうなのか。特許申請を出された後に公募されるのか。 

Ａ７ 特許を取得していれば特に問題はない。区内の企業については、まだ特許を取得 

するまでに行かない企業が多い。中小零細なので特許する＝公開するというふう 

につながってしまう。誰にもまねできないから特許は取らないで行こうという、 

企業が多い。 

Ｑ８ 漫画であったりロゴであったりわかりやすいというか、インパクトが強いと思う。 

子育て世代から中堅世代の方々が後継者の枠組みの中に何割程度いるか、世代間 

の意識の違いとか、この事業をとおしてなにか感じるところはないか。 

Ａ８ 団塊ジュニアが引き継いで社長なり専務なりでやっているとことは、多分その後 

もつなげていくと思っている。しかし、そこまでいっていないところが多いの 

かなと思う。若い人たちが商工会議所に集まって「ユース葛飾」という青年部を 

作ったり、それとは別に違うところで若い人たちが集まってグループを作ったり 

とかして動いているため、このような方々は支援していきたいと思う。 

Ｑ９ 認定されたことによってこの会社の業績はどのような感じなのか。 

Ａ９ 認定によってある程度業績は上がってきているところが多いと思う。 

 

※参考資料 

・葛飾ブランド「葛飾町工場物語」、応募要項 

・第 12回「葛飾町工場物語」認定製品ストーリー漫画（冊子） 

・議会だより 

・広報かつしか 

・葛飾観光ガイドマップ 



・葛飾区の概要 

・葛飾区議会年報 

 

※視察の様子 

 

 

 

 

 



 

<< 各委員所見 >> 




















































